
 

議案第５０号 

さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年２月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例 

さいたま市介護保険条例（平成１３年さいたま市条例第１８６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （介護認定審査会の委員の定数） （介護認定審査会の委員の定数） 
第２条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第１５条第１項に規定するさ

いたま市介護認定審査会の委員の定数は、３４０

人以内とする。 

第２条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第１５条第１項に規定するさ

いたま市介護認定審査会の委員の定数は、３２０

人以内とする。 
  
 （保険料率等） （保険料率等） 
第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける保険料率は、次の各号に掲げる法第９条第

１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号被

保険者」という。）の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 
 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ３４，９７７円 
 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４６，

１２４円 
 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５３，

０４２円 
 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６９，

１８５円 
 ⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７６，

８７２円 
 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ８４，５６０円 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、次の各号に掲げる法第９条第

１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号被

保険者」という。）の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 
 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ３６，２０４円 
 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４３，

４４５円 
 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４７，

０６６円 
 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６１，

５４７円 
 ⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７２，

４０８円 
 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ７９，６４９円 



 

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金

額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）が１２０万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 
  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）第６条第２項に規定する要保護者

をいう。以下同じ。）であって、その者が課

される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）又は次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ若しくは第１４号イに

該当する者を除く。） 
 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ９９，９３４円 
  ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は次号イ、第９号イ、第１０

号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ

若しくは第１４号イに該当する者を除く。） 
 ⑻ 次のいずれかに該当する者 １１５，３０８

円 
  ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は次号イ、第１０号イ、第１

１号イ、第１２号イ、第１３号イ若しくは第

１４号イに該当する者を除く。） 
 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １３０，６８３

円 
  ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金

額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）が１２５万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 
  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）第６条第２項に規定する要保護者

をいう。以下同じ。）であって、その者が課

される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）又は次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ若しくは第１１号

イに該当する者を除く。） 
 
 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ９４，１３１円 
  ア 合計所得金額が１２５万円以上２００万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険 

料額についてこの号の区分による額を適用さ 
れたならば保護を必要としない状態となるも 
の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部 
分を除く。）又は次号イ、第９号イ、第１０ 
号イ若しくは第１１号イに該当する者を除く。

） 
 ⑻ 次のいずれかに該当する者 １０８，６１２

円 
  ア 合計所得金額が２００万円以上３５０万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は次号イ、第１０号イ若しく

は第１１号イに該当する者を除く。） 
 
 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １２３，０９４

円 
  ア 合計所得金額が３５０万円以上５００万円



 

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は次号イ、第１１号イ、第１

２号イ、第１３号イ若しくは第１４号イに該

当する者を除く。） 
 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １４６，０５７

円 
  ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は次号イ、第１２号イ、第１

３号イ若しくは第１４号イに該当する者を除

く。） 
 ⑾ 次のいずれかに該当する者 １６１，４３２

円 
  ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は次号イ、第１３号イ若しく

は第１４号イに該当する者を除く。） 
 ⑿ 次のいずれかに該当する者 １７６，８０６

円 
  ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険 

料額についてこの号の区分による額を適用さ 
れたならば保護を必要としない状態となるも 
の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部 
分を除く。）又は次号イ若しくは第１４号イ 
に該当する者を除く。） 

 ⒀ 次のいずれかに該当する者 １８４，４９３ 

円 
  ア 合計所得金額が７２０万円以上１，０００

万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険 

料額についてこの号の区分による額を適用さ 

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は次号イ若しくは第１１号イ

に該当する者を除く。） 
 
 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １４４，８１６

円 
  ア 合計所得金額が５００万円以上７００万円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険 

料額についてこの号の区分による額を適用さ 
れたならば保護を必要としない状態となるも 
の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部 
分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。

） 
 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 １６６，５３９

円 
  ア 合計所得金額が７００万円以上１，０００

万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）に該当する者を除く。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

れたならば保護を必要としない状態となるも 
の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部 
分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。

） 
⒁ 次のいずれかに該当する者 ２１５，２４２   

 円 
  ア 合計所得金額が１，０００万円以上１，５

００万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 
  イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）に該当する者を除く。） 
 ⒂ 前各号のいずれにも該当しない者 ２３０，

６１６円 
２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について、

令第３９条第５項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、２

万１，９０９円とする。 
３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第６項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、３

万７４９円とする。 
４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第７項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、５

万２，６５８円とする。 
５ ［略］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑿ 前各号のいずれにも該当しない者 １９１，

８８２円 
２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について、

令第３９条第５項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、２

万１，７２３円とする。 
３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第６項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、２

万５，３４３円とする。 
４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第７項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、４

万３，４４５円とする。 
５ ［略］ 

  
（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、

喪失等があった場合） 
 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、

喪失等があった場合） 
第５条 ［略］ 
２ ［略］ 
３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号 
 イ（同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有 
 するに至った者及び同号イ⑴に係る者を除く。）、

 ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、

第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９

号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又は

第１３号ロに該当するに至った第１号被保険者に

係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属

する月の前月まで月割りにより算定した当該第１

号被保険者に係る保険料の額及び当該該当するに

至った日の属する月から令第３９条第１項第１号

から第１３号までのいずれかに規定する者として 
 月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

第５条 ［略］ 
２ ［略］ 
３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号

イ（同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有 
 するに至った者及び同号イ⑴に係る者を除く。）、

 ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、

第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第

９号ロに該当するに至った第１号被保険者に係る

保険料の額は、当該該当するに至った日の属する

月の前月まで月割りにより算定した当該第１号被

保険者に係る保険料の額及び当該該当するに至っ

た日の属する月から令第３９条第１項第１号から

第９号までのいずれかに規定する者として月割り

により算定した保険料の額の合算額とする。 



 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第３条第１項から第４項までの

規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保

険料については、なお従前の例による。 

 


